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研究ノート

抄録：人々の心のケアを担う心理臨床家は、人々と同様に様々なストレスにさらされている。特に「二次的外傷
性ストレス」は大きなリスクであり、十分注意を払わねばならない。しかし、そのリスクについてはあまり周知
されていないばかりか、心理臨床家としてのあるべき姿によって、自らの心身を保つセルフケアが重視されてい
ないことが懸念される。本稿はこのような心理臨床家の負担となっている疲労やストレス、それらに対して有用
な方法に関する文献を概観する。そして、臨床上のストレス、臨床家としての研鑽活動、それらが私生活に与え
る影響によって負担となることについて考察する。心理臨床家の間で経験的におこなわれてきた「仲間に話す」
ということが孤立を防ぐという観点でも有効なセルフケアとして機能していると考えられる。
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１．はじめに
「心理臨床家の疲れは人一倍しんどく、しかも難

儀な対人サービス業である」（米倉、1993）。「骨の
折れる仕事であり、情緒的な負担も大きい。特に経
験が少ない段階の臨床家は、高い期待を抱いている
反面、実際に携わることや他者からの評価に強い不
安を感じている」（上野、2015）。また、「自身の内
面で起こるさまざまな感情の動き、乱れに慣れない
若手心理臨床家は、これらによって面接が妨げられ
ていると感じて困難を体験している」（木村・木村、
2017）。「膨大な心理的エネルギーや体力を使い果た
すので、ほかの対人専門職以上に雑多なストレスを
抱え込みやすく、心身のバーンアウトをはじめとす
るさまざまな神経症的不安、焦燥感や抑うつなどが

発生し易い困難な情況にさらされる」（米倉、
1993）。このように、心理臨床家、特に経験年数の
短い若手臨床家は日々クライエントおよび自分に向
き合い続け、疲労している。そして、「すでに体を壊
したことのある人や、現在うつ状態の人もいる」（福
島、2017）。

それ以外に、心理臨床家に負担を感じさせるもの
として、臨床家一人ひとりに求められるものが多岐
に渡ることが挙げられる。日々の臨床ではクライエ
ントが誰にも語ることのできなかった苦悩に耳を傾
け、その秘密を抱える。クライエントの安心・安全
の場の役割も担う。知識や技術においては、日進月
歩の治療法や新たな診断基準や心理検査のほか、法
令や社会事情を十分に把握しなければならない。子



敬心・研究ジャーナル

－ 116 －

どもを対象とする臨床家のなかには流行りのアニメ
やマンガに目を通すこともある。勤務先での良好な
関係を醸成するため、連携という視点で共に支援に
あたる専門職の仕事を手伝うことも必要になること
もあれば、彼らのメンタルヘルス支援の役割を担う
こともある。多くの “ やるべきこと ” を抱えながら、

「一人職場」であることも少なくない。そのようなマ
ンパワーの面や精神的な負担がある。

日本では1988年に民間資格である臨床心理士資
格が生まれ、2019年に国家資格である公認心理師資
格が生まれた。その公認心理師のうち約71％が民間
資格でありながら、広く日本の心理職を担ってきた
臨床心理士である（厚生労働省、2021a）。臨床心理
士の雇用には課題がある。しかし、国家資格が生ま
れたからと言って、待遇面に顕著な改善は見られな
いのが実情である。これについては３章で触れる。

新型コロナウィルス感染症の拡大によって生じた
人々の困難を考えれば、このような心理臨床家が経
験する負担は一般的なことだと言えることかもしれ
ない。現にコロナ禍となった2020年の小中高生の自
殺者数はいずれも過去最多（文部科学省、2021）で
あり、女性の自殺率は２年ぶりに増加、20代は404
人増（昨年比19.1％増）と全年代で最も増加率が大
きく（厚生労働省、2021b）、その影響は深刻である。

国は「心の健康づくり」と称して積極的にうつ病
や自殺の対策を図っている。例えば、労働安全衛生
法の改正により2015年から労働者のストレス
チェックの実施が事業者に義務づけられている。よ
うやく国民の「心の健康」が制度という形となって、
目を向けられるようになってきている。しかし、心
理職のメンタルヘルスはどうだろうか。「日本では

『ストレスマネジメント』や『セルフケア』の対象は
クライエントや予防プログラムの参加者であり、カ
ウンセラーを対象としたものは見当たらない」（田
所、2020）。小堀、波多野（2013）は、欧米と比較
しても「我が国の臨床心理士に対しては、疲労、職
業ストレス、共感疲労のいずれについても研究が見
当たらないようである」と述べ、「心理的援助の技法
や過程の知識には高い関心が向けられるにもかかわ
らず、その活動が臨床心理士自身に及ぼす影響はあ
まり知られていないように思われる」と指摘してい
る。つまり、人々の心の健康を守る人自身の心の健

康は、自ら求めない限りチェックされることもなけ
れば、ケアされることもない。

心の専門家として働く心理臨床家の心のケアをす
るのはいったい誰なのだろうか。心理臨床家はどの
ようなストレスや疲労があるのか。そして、それら
をどのように対処していくとよいとされているの
か。本稿ではこのような問題意識を持ち、過去の研
究を概観し、知見を整理するとともに、その課題を
探る。

その際、次章から心理臨床家が負担に感じること
を、臨床で生じる負担、臨床と私生活の間で生じる
負担、臨床家としてあるべき姿の３点に分けて論じ
る。そのうえで、５章でセルフケアについて検討し
たい。

なお、この論文においては心理臨床家（臨床家）
を臨床心理士や公認心理師といった資格名に限ら
ず、心理臨床面接を業とする者と定義する。引用文
において臨床心理職や心理職と表記されたものはそ
のまま引用している。便宜上、それらも心理臨床家
と読み替えていただきたい。

２．臨床における負担
心理臨床家が負担に感じていることのうち、本章

では臨床で生じる負担として支援において生じうる
「二次的外傷性ストレス」と職場環境で生じる「役割
意識」について述べる。

2-1．二次的外傷性ストレス
近年、ポリヴェーガル理論（Porges, 2017）や、ソ

マティック・エクスペリエンシング、トラウマ・イ
ンフォームド・ケア （SAMHSA’s Trauma and Justice 

Strategic Initiative, 2014）など、トラウマケアに関す
る理論や技法が注目されている。その一方で、稲本

（2021）は「トラウマケアに関わる支援者もみな傷
ついている。それを否定する人はいないだろう。た
だ、トラウマケアの専門家が集まる場でも、『支援者
の傷つき』は中心的テーマから外され、後回しにさ
れてしまう話題だ」指摘し、自らの体験をもとに考
察している。これは、支援者が自らの傷つきやその
ケアを扱うことの難しさを提起している重要な論文
である。その傷つきとして「二次的外傷性ストレス」
を挙げた。
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Figley. C.R は、国際トラウマティック・ストレス
研究学会の1994年生涯功績賞受賞者である（Stamm, 

1999）。彼は「共感疲労：トラウマ・クライエント
治療者の二次的PTSDへの対処（Compassion Fatigue: 
Coping with Secondary PTSD Among Those who Treat 

the Traumatized）」で、二次的外傷性ストレス研究の
中でも際立った論文を著した。彼はトラウマケアを
賞賛に値する仕事としながら、「人々をケアするこ
とで時には、相手の外傷性の体験に曝された直接の
結果として、苦痛を経験することもある」とし、援
助者自身がリスクを負うことを指摘している。この
ような状況を「共感疲労、共感ストレス、二次的外
傷性ストレスともいう」とした。彼はこれらの用語
を区別していないが、「二次的外傷性ストレス

（Secondary Traumatic Stress: STS）」については比較
的明確に定義している。つまり、「配偶者など親しい
間柄の者がトラウマとなる出来事を体験したことを
知ることにより、自然に必然的に起こる行動や感
情」、「これはトラウマを受けた人あるいは苦しんで
いる人を支える、支えようとすることにより生じる
ストレス」であり、「直接ストレッサーにさらされた
人（すなわち『被害者』）の家族や友人だけでなく、
メンタルヘルスの専門家やその他支援者も二次的外
傷性ストレスやストレス障害で傷つきやすい」とし
た（Figley, 1995）。この STS 症状は「他者が体験し
たトラウマとなる出来事に曝されることにより自然
に必然的に起こる行動や感情」という１点を除き、
PTSD とほぼ同一の症状からなるとされた。つまり、
トラウマティックな出来事の再体験、関連する刺激
に対する回避・麻痺、持続的な覚醒亢進症状の３つ
である。

Figley（1995）はこのような STS の報告が少ない
理由として、「DSM の２度の改定を経た今、外傷性
ストレスがほとんど研究されてこなかった見地、重
要とされて来なかった見地」を指摘した。 Figley

（1995）が STS についての論文を発表した年は、奇
しくも日本では阪神淡路大震災が起きた年である。
当時、安克昌医師が積極的に「心のケア」を含めた
診療活動を行なったことで「PTSD」という概念が広
く認知されるきっかけとなったが、無論 STS の概念
は日本にはなかった。その後、大澤（2002）は、ト
ラウマを扱う専門家に見られる問題として、「二次

受傷（Secondary Trauma）」および、そのストレス因
で あ る「 二 次 的 外 傷 性 ス ト レ ス：Secondary 

Traumatic Stress」を関連概念の特徴とともに考察し
た。大澤（2002）は、当時曖昧な概念であった二次
受傷に類似する５つの概念、燃えつき、逆転移、外
傷性逆転移、代理受傷、共感的疲弊について総合的
に考察した。いずれの概念もその影響の表出方法や
そこに至るまでのプロセス、脆弱要因については若
干の違いはあるにせよ、「トラウマ体験者と共感的
に関わることで臨床家はリスクを負う」という点で
共通しているとした。そして、これらは誰にでも生
じうるにもかかわらず、認知度が低いという問題を
提起した。同時に、「本当は STS に苦しんでいるに
も関わらず、その原因を臨床家としての資質にある
と思い込み、セラピストとしての人生に終止符を
打った人もいるのではないか」との懸念を示し、具
体的な防止策を掲げた。それは（１）臨床家を対象
とした研修会やサポート体制の構築、（２）STS の実
態調査、（３）STS の理論を理解したスーパーバイ
ザーによるスーパービジョン、（４）臨床家個人の孤
立化の防止である。

事実、臨床家は一人職場であることが珍しくなく 

（松田、2019）、（大迫・白澤、2021）、 “ ちょっと相
談できる ” 仲間はそばにいない。組織に属している
場合は、構造的に守られている一方で、組織との関
係や異なるメンバーとの連携上の問題が、疲労に重
要な影響を及ぼす（小堀・波多野、2013）。そのよ
うな外的なサポート資源が乏しい状況で、クライエ
ントからトラウマ体験が語られれば、臨床家が受け
る STS のリスクは決して小さくないと考えられる。

トラウマ治療に代表される EMDR（Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing：眼球運動による脱
感作と再処理法）の創始者である Shapiro（2004）は、
トラウマに関して次のように述べている。

「ありきたりな出来事でも、例えば、子ども時代
の恥をかかされたこととか、落胆でさえ、相対
的に長引く否定的な影響を残しうる。これらは
PTSD の侵入的イメージを生みはしないかもし
れないが、感情、信念、身体感覚は体や頭に起
こり、現在の知覚を色付け、現在での不幸で不
適切な行動を導いている。したがって、PTSD
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を引き起こす大文字の T のトラウマティックな
出来事であるのか、子ども時代にあふれている
小文字の t のありきたりな出来事であるのかは
問題ではない。自己や精神に対して長く続く否
定的な影響がある。」

この小文字のｔは「小さな t トラウマ」と呼ばれ、
一般的に有害な人生経験による否定的な影響となる
とされる。正式に PTSD と診断されるために必要な

「A 基準」を満たす出来事によってもたらされる影
響と同等と仮定されている（Shapiro Laliotis,  1990）。
つまり、危うく死ぬ、または重傷を負うような出来
事でなくても、小さな t トラウマが生じる可能性が
ある。STS を満たさなくても、小さな t トラウマが
起こるリスクも想定しておくことはクライエントの
支援だけでなく、臨床家自身のセルフチェックにも
役立つ。

臨床場面でクライエントから暴言や怒声を浴びせ
られることや、スーパービジョンで自己価値を著し
く減じる恥（岩壁茂、2019）をかかされることがあ
る。臨床家は臨床家であるからこそ、傷付きや恥を
しっかりと受け止めなければならないとか、それを
糧にして次に進まなければならないと考えやすい。
なぜなら、臨床家にとって「一人で抱えることや孤
独感に耐えることも必要な力」（松田、2019）だか
らである。それなしではクライエントを支援できな
い場合もあり、それが臨床家としてのあるべき姿で
あるからでもある。特に経験の浅い臨床家、例えば

「１年〜数年では、見通しを立てられない不安や経
験不足からくる自信のなさが、専門職としての存在
を揺るがせ」（岡本、2007）る。しかし、このよう
な日々の臨床で経験する否定的な出来事は必ずとい
うことではないにしろ、STS や小さな t トラウマに
なりうる恐れもある。このように、臨床家はクライ
エントを支援するなかで知らぬ間に STS や小さな t

トラウマというリスクにさらされている。なおか
つ、それは「私たちの生活のきわめて私的な領域に
まで入りこむ」（Stamm, 1999）。

ここでの重要なポイントは、自らに生じている 

“ 望ましくない ” と判断しがちな反応をできる限り
避けるべきということではなく、その考えそのもの
が必要なケアを遠ざける可能性があることを知って

おくこと、そして、必要な時にその考えに気づき、
自らにケアを受けさせることができるかどうかとい
うことである。このことは４章でも再度触れること
にする。

2-2．役割意識
心理臨床家の負担を検討するために、２つの領域

において心理職が働く環境から生じる負担を検討す
る。本節では臨床心理士が最も多く働く医療と学校
を取り上げる。
2-2-1．医療臨床

医療では近年、「チーム医療」や「多職種協働」、
「多職種連携」という医療に関係する様々な職種と
連携して患者及びクライエントの治療や支援に当た
る動きがスタンダードになっている。この医療領域
は臨床心理士が最も多く働いている分野の１つであ
る。したがって、そのなかで心理の専門家としての
役割意識を持って働くこととなる。花村（2015）は
臨床心理士としての自身が多職種協働において大切
にしていることについて次のように述べている。

「『このクライエントはぜひ心理支援につなげたい』
と、他専門職から思ってもらえないと意味がないた
め、まずチームに「私」という人物を知ってもらう
ことが大切」であり、「チームとして、また心理専門
職としては、『うまくいった気になっているだけ』と
いう罠に陥っていないか、常に振り返る必要があ
る」と述べ、心理職をチームの中でうまく活用して
もらう工夫や、心理支援そのものが独りよがりに
なっていないかどうかに注意を要する点を挙げてい
る。一方、「一人のスタッフとやって行くのがすごく
大変だった：医療」（岡本、2007）、「頼ってもらえ
ることはうれしいことなんですけど、これもやって
あれもやってって言われると、ケースワーカーじゃ
ないのになって思う時も」（小堀・波多野、2013）あ
るという声もある。誰がやるべきなのかがはっきり
としない仕事が発生することは職種に限らず生じる
ことである。しかし、さまざまな職種が働く場所で
は役割意識を強く持っているからこそ、負担に感じ
られたりすることがあるのかもしれない。第一優先
は支援であっても、往々にしてその状況や自身と他
職種との関係性を考えて対応することとなる。心理
の専門家としての役割を果たすためにどのように動
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くかは、所属先の理解や要求を考慮する必要もあ
る。そこには心理職としてどのように動きたいかと
いう心理職自身の動機付けや、実際の能力や資質の
問題も関わってくる。この問題は心理職をどのよう
に活用するか、もしくは何を期待するかといった話
題に関わることであり、心理職だけでなく心理職と
共に働く専門職にも負担を感じさせていることかも
しれない。

樫原ら（2015）は、医療における臨床心理職の課
題をアンケート結果から考察している。そのなかの
他職種との協働に役立った知識や技能を尋ねる質問
で、臨床心理職自身が必要だと判断する「アセスメ
ント」や「心理療法」は、教育期間中よりも「実践
をする中で習得した」という回答が大多数（69.5％）
であった。各現場で心理職が業務上必要と判断する
ことも、心理職は現場で求められることと自身にで
きることをすり合わせ、不足を補いながら業務に当
たっていると考えられる。チーム医療ひとつとって
も、単科の精神科病院やリエゾン精神医療をおこな
う総合病院もあり、現場によってずいぶんとその動
き方は異なる。一方、医療機関は比較的複数の心理
職が勤務していることもあり、その分、互いに協力
し合えたり、同僚や仲間に話すことでケアされう
る。しかし、非協力的な人によって負担を強いられ
た話も耳にする。逆に一人職場であれば、「評価がか
えってこないですので、やってることについての評
価っていうのが自分だけでしか実感がないっていう
ところが、やっぱりちょっとこたえるという感じで
すね」（小堀・波多野、2013）という声もあり、一
人職場であろうとなかろうと苦労がある。そして、
このような状況では心理職であるがゆえに、メンタ
ルヘルスの不調になるべきではないという意識が働
き、自身のことは後回しにしてしまいがちである。

中村（2019）は医療領域の対人援助職のメンタル
ヘルス支援の担当者として、職場のメンタルヘルス
支援の報告をした。その業務に関連して「臨床心理
士は医療領域における対人援助職のメンタルヘルス
支援において、職員へのカウンセリングのみではな
く、本人のメンタルヘルスの問題を抱えている職員
や職場へ働きかけるコンサルテーションなどを積極
的に行う必要もあるのではないか」と述べた。通常
の病院臨床に加えて、そのような職場のメンタルヘ

ルス支援も担当することは一般的ではないだろう。
しかし、正式な業務ではなくても、他の職員の相談
を受けることはよくあることかもしれない。臨床心
理士の立場から他の職員のケアを目的とした相談は
個別性が高く、対応の判断が難しい場合もある。
ちょっと聞いて済むこともあれば、同意のもと上司
に報告する必要が出てくるようなこともある。心理
職として頼りにされるのは喜びではあるが、相談を
受けるにしろ、受けないにしろ、悩ましい問題で 
ある。

松田（2019）は医療における心理職の役割につい
て「所属するクリニックのスタッフの一員として、
患者対応のロールモデルやスタッフのケアなど、求
められる役割に応えていくことも必要となる」と述
べた。しかし、多重関係を考慮すると、求められる
役割の全てをひとりで担う負担は決して小さく 
ない。
2-2-2．学校臨床

学校臨床も多くの臨床心理士が働く領域のひとつ
である。日本では2007年からスクールカウンセラー

（以下、SC）として委託事業が始まった。主な支援
対象は児童や生徒であるが、児童・生徒の保護者に
加えて、教員への支援およびコンサルテーションの
ほか外部機関との連携も時には必要となる。学校に
よって SC の業務内容は異なってくる。しかし、限
られた時間のなかで多くのことをやらざるを得ない
状況にあり、孤立奮闘している場合が多い。

その理由は「SC は非常勤職員であり、しかも、他
に所属をもたないケースも多い。そのため、仕事上
で迷ったときや困ったときに相談できる人が なか
なかいない」（大橋・今野、2011）。にもかかわらず、

「児童の観察を通しての担任へのコンサルテーショ
ン以外にも、校内で教職員向けにさまざまなテーマ
での研修を行ったり、教職員のメンタルヘルスケア
の一端を間接的に担ったりということが期待され」

（加藤、2014）、さらには「小学校における SC は、
各種心理検査の読み取り、児童の行動観察、学校の
教育相談体制における顕在的、潜在的ニーズなど、
幅広いアセスメント能力が求められる」（加藤、
2014）からである。

伊藤（2000）によれば、「教職員による SC 受け入
れ体制が整っていて、教師自身が相談活動を活発に
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利用しようとしていることが重要となる。そのため
に、SC は、職員長会・夕会、教育相談委員会、職務
報告（書）等の公式の場や、教職員の歓送迎会、親
睦会、忘年会等の非公式の場に積極的に参加した
り、職員（教員）室に机を借りたりして、日頃から
教職員との情報交換、雑談に努め、教室、校内を巡
回し、相談室便り等を用いて自己開示、情報開示す
るなどによって、教職員が親しみやすく接しやすい
環境を作る必要がある。特に、SCと意志の疎通が取
れている教職員が複数名、校内に存在すると、提案
が通りやすくなったり、委員会を実施しやすくなっ
たりする。また SC への協力者が異動や退職となっ
た場合でも、複数の協力者がいれば、それまで築い
ていた体制を維持しやすい」としている。伊藤

（2008）も同様にまた、「学校側の要因として、教員
の受け入れ態勢が整っており、教師自身が相談活動
を活発に利用しようという学校ほど、SC に対する
評価も高いという報告から、SC 活動は SC 個人の資
質のみで決まるのではなく、教職員や学校との共同
作業である」（伊藤、2008）としている。その一方
で、小堀、波多野（2013）はさまざまな現場で活動
する臨床心理士が感じている疲労について、組織と
の関係による疲労として、「臨床心理士の活動に対
して周囲の評価や期待が感じられないことによっ
て、自らの存在意義を低く見積もるようになる」と
した。

昨今、小中高の自殺者数は増加傾向にあり、緊急
支援を求められる SC も少なくない。樋渡ら（2020）
は各都道府県における学校緊急支援の実施体制と支
援プログラムの実態を調査した。その中で、「緊急支
援はいつどこで起きるか分からないものであるため
経験を積む機会が得られにくい。そのことに加え、
支援には高い臨床力を求められるため、支援にあた
ることが出来る心理士が限られてしまう。このよう
な状況も人員確保を困難にしていると考えられる」
と述べ、通常の SC 業務に加えて、緊急支援時の対
応も求められる。

一人職場でもありながら、SC は通常業務が多岐
に渡る。円滑に支援業務を遂行するには学校関係者
との良好な関係を築いておく必要がある。また、教
育の専門家の集団の中で心理学の専門家として有効
に機能していくには、わかりやすい説明が求められ

る。しかし、支援の透明性と守秘義務の両立は難し
い問題となっている。

このように、医療でも学校でも心理臨床家がそれ
ぞれの現場で求められる役割がある。心理の専門家
は何ができるのかということや、どのような効果を
もたらすのかが十分に理解されていないということ
も考えられ、その発信も求められるという負担も生
じているのではないだろうか。

３．臨床と私生活の間にある負担
臨床心理士は研修やワークショップ、学術大会へ

の参加や、スーパービジョンや教育分析を通して、
主体的に知識や技術の向上に努め、職業的成長を
図っている。これは他でもないクライエント支援に
直接関わることだからである。しかし、これらの活
動は経済面や家庭との両立という生活全般の問題に
広く影響を与えている可能性がある。

3-1．研鑽活動の義務と努力
公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による

倫理綱領には次のように定められている。

＜技能＞　臨床心理士は訓練と経験により的確
と認められた技能によって来談者に援助・介入
を行うものである。そのため常にその知識と技
術を研鑽し、高度の技能水準を保つように努め
なければならない。一方、自らの能力と技術の
限界についても十分にわきまえておかなくては
ならない。

2020年 以 降 の 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染 症
（COVID-19）の感染予防のためテレワークが進ん
だ。Zoom や Slack などの ICT が活用され、そのおか
げでオンラインによるカウンセリングも提供され始
めた。同じように専門家向けの研修やワークショッ
プ、学術大会などもオンラインでの参加が可能と
なった。このほか、オンラインでスーパーバイザー
を探すことのできるというサービスや、オンライン
による継続的な学びができるものなど、選択肢が増
えた。

このような研修、ワークショップ、学術大会、
スーパービジョン、教育分析、オンライングループ
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等への参加は「研鑽活動」と呼ぶことができる。研
鑽活動に参加する理由は、先述の倫理綱領のほか、
臨床心理士の５年毎の更新制に加えて、勤務先から
の要請ということもある。このほか、「面接の見通し
を立てられない不安や経験不足からくる自信のな
さ」（岡本、2007）を感じ、さらなる研鑽が必要だ
と感じたからということもあれば、「大事にしてい
たケースが中断して傷つく（東畑、2019）ことで
スーパービジョンを受けようとすることもあるだ 
ろう。

さて、日本経済は回復しているとされる一方で、
特に若者が消費に慎重になっている（消費者庁、
2017）。この20年の物価や租税、社会保障の国民負
担率の上昇（財務省、2021）しており、経済が回復
しているという兆しは感じられない。古いデータに
はなるが、村瀬（2011）によれば臨床心理士（常勤、
非常勤の勤務形態、勤務時間にかかわらず作成され
たデータ）の46.1％は非常勤、49.3％は年収400万円
以下である。ちなみに、国民の平均給与は436万円
である （国税庁、2020）。 坂本（2019）は、2016年
の心理専門職の求人を調査し、「雇用期限に定めの
ある求人（非正規雇用）は142件中100件（嘱託常勤
29件、非常勤71件）、全求人データに占める割合は
70.4％」と報告し、非常勤の割合が高い。また、坂
本（2016）は常勤と非常勤の給与面を比較している
が、雇用先によってその条件がさまざまで、単純比
較はできないと報告している。ただ、非常勤の場合、
雇用契約の更新が必要のため不安定で、賞与も研修
費補助などの福利厚生も乏しい。比較的給与水準の
高い常勤を求めても、「多くの場合、『学生相談５年
以上の経験』、『医療における３年以上の経験』、『SC

として８年以上の経験』といった一定の実務経験が
求められることが多い」ため、若手は応募すらでき
ない。

この雇用形態が研鑽活動に影響を与えるかもしれ
ない。例えば、受けたい研修が勤務日に当たる場合
は通常休みを取り、私費で参加することとなる。た
だし、勤務先によっては研修費として支給された
り、研修への参加時間を勤務時間とみなされると
いった福利厚生があるが、そうでない場合もある。
都心でおこなわれる１泊２日の学術大会に地方から
参加することを想定してみると、大会参加費、ワー

クショップ参加費、宿泊費、新幹線や飛行機などの
交通費、食費などの諸々で総額数万円になる。その
費用を考えると、いくつもの参加はためらわれる。
収入をどのように使うかは、その人の価値観による
が、社会情勢、雇用形態、福利厚生の有無によって、
研鑽にあてられる予算に差が生まれ、ひいてはその
機会に差が生まれてくることになる。実務経験を求
める雇用条件という制限があるように、最も教育の
機会を要する若手が制限されている可能性が考えら
れる。これは業界内の大きな課題として認識されな
ければならない。

一概に常勤が良いとも言い切れない。非常勤であ
れば、さまざまな領域に勤められるため経験の幅を
広げられたり、ライフスタイルに合わせた勤務時間
の調節がしやすかったりするからである。一方、岡
本（2007）は心理職が抱える困難に関する報告の中
で、「『最近は固定した研修しか出ていない』との声
もあり、臨床経験にかかわらず、理想通りに研修を
受けることは難しい様子が見受けられた。これは研
修の必要性を感じる一方で、受講に当たって経済
的・精神的・体力的な負担がかかるためと推測され
る」と述べた。若手に限らず研鑽活動を続ける負担
の声は現実に存在する。

3-2．家庭との両立
心理臨床家が負担に感じているものとして、次の

ようなものがある。森田（1993）は自身の16年間の
心理臨床家人生を仕事と家庭の面で振り返った。

「子どものいる生活が始まることによって、（中略）
休日や夜に出かけることなる学会や研究会について
も、そこでリフレッシュされるのは事実だが、それ
は仕事の時間か個人的な時間というようなせちがら
いことまで、ふと頭をよぎるようになってしまう」、

「負担はもっぱら夫と子どもにしわ寄せしてしまっ
ている。好きでこの仕事を選んだ当人だけでなく、
身近な家族の私生活にも影響を及ぼし、おそらくそ
のまた周りの人たちにも多少の迷惑をまき散らして
いると想像すると、正直いって心が痛む」と語って
いる。このように家庭という要素が入ってくると、
さらに状況が複雑になることがわかる。性差を無く
す試みは増えつつあるが、今なお女性は育児や介護
の影響を受けやすい。小林（2021）は、自身の二次
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的外傷性トラウマの体験と、家族への小さくない影
響を振り返り、「臨床がプライベートを侵蝕してい
るような感覚があった」と述べた。自身の傷つきに
触れるような報告はあまり見られないなか、臨床家
の二次的外傷性ストレスとそのリスクを知らしめる
非常に貴重な報告である。男性のこのような声は見
つけられていないが、クライエントから聞いたトラ
ウマティックなイメージが帰宅中の筆者の脳裏に侵
入的に現れることもある。そのような時、ずっとそ
のイメージがあるわけでもないのに、帰宅して家族
といても心が穏やかでなく、些細なことに棘のある
言葉を口にしていることがある。筆者自身がそのよ
うな自分に気づくと、“ 臨床がプライベートを浸蝕
しているような感覚 ” を同様に覚える。仕事と私生
活との間に明確な境界線を引きたくても引けない、
臨床家としての困難を感じさせる一例である。「道
具としてのセラピストの機能運用」（乾吉佑、2006）
という見地で考えれば、クライエントを支援するた
めに使う道具である自分自身をいかにメンテナンス
するかが問われる。

４．臨床家としてあるべき姿
心理臨床家が臨床の中で感じるストレスについて

文献を当たると、「あるべき姿」とされるものが見え
てきた。例えば、次のようなものである。

「心理療法家になるためには、多くの二律背反
に耐える強さを持たねばならない」（河合、
1992）

「あるタイプの心理臨床家は、たまったストレ
スを全部、抑圧することなく自分でも味わおう
とするので、とても一人で立っておれなくな
る。普通の素直な人なら、ここで神経症の症状
を呈し、カウンセラーの門をたたくということ
になるのだが、プロである以上そういうわけに
もいかない」（高橋、1993）

「『理不尽さ』によって鍛えることこそが重要な
のである」（中島、2010）

「自己理解を深め、“ 道具 ” としての自分を磨き
鍛錬する道のりは、時には辛く辛抱が必要であ
る」 （上野、2015）

「専門職として当然のことだが、クリニック全

体でチームとして診療をおこなうにせよ、一人
で抱えることや孤独感に耐えることも必要」

（松田、2019）
「チームとして、また心理専門職としては、『う
まくいった気になっているだけ』という罠には
まっていないか、つねに振り返る必要がある」

（花村、2015）

このほか、わきまえておくべき点として、次のよう
な指摘もあった。

「クライエントの安全や健康に資する職務につ
いている以上、自らの不摂生のせいで彼らが不
利益を被ることはあってはならない」（小堀、
2015）

「クライエントとの関わりが、対人援助職の個
人の欲求（例えば支配欲、罪悪感や不安の払
しょくのためなど）を満たす場となり、その欲
求を満たすために援助行為が維持されていると
したら、それはクライエントの自助能力の芽を
摘み取り、回復を遠ざける恐れがある」（小堀、
2015）

これらの指摘は全く同じではなくても、誰もが臨床
家としての学ぶなかで見聞きする、知っておくべき
ことであり、決して特異なものではない。クライエ
ントの時に両価的な心性に向き合う臨床家として、
自分の心に生じるものに目を配り、治療的意義の如
何に悩みながら、同時に支援における倫理を常に念
頭に置いて必要な支援をしていく。そのために必要
な「あるべき姿」であり、臨床家はそれから離れる
ことが無いようにとしていると言っても過言では 
ない。

しかし、臨床家は臨床家であるだけではない。ひ
とりの人間が臨床家としての役割を持っているのと
同時に、家では家族としての役割や、あるいは、別
の集団の中で違った役割を持つひとりの人間であ
る。その一方で、仕事と個人の私生活と空間的に切
り離すことはできても、頭の中で完全に切り離すこ
とは難しい。二次的外傷性ストレスという問題を始
め、臨床家としての果たすべき役割やあるべき姿の
なかで知らず知らずのうちに様々な負担を感じてい
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る場合もある。臨床は仕事としてのみならず、自己
研鑽という形で私生活に食い込んでくる。私生活で
臨床について触れることのできない守秘義務という
制約による苦悩もある。逆に、私生活の出来事が臨
床に影響を与えることもある。自身のクライエント
への関わりの一つひとつが成功か失敗か、あるい
は、正解か不正解かの答えはないという曖昧さのな
かで、一人で抱えておくべき、耐えるべき時がある。
だから、仮にそばに仲間がいても「セラピストは非
常に孤独な職業である」（大澤、2002）ということ
になるのかもしれない。

５．セルフケア
5-1．仲間に話すこと

このような心理臨床家のストレスフルな状況にお
いて、どのようなことが必要とされているのか。 

Pearlman（1995）による海外のトラウマ・セラピス
トのトラウマに関わる仕事と均衡を取るための活動
に関する調査結果では、役立つと思う割合が最も多
かったのが「同僚とケースについて検討した」で
85％、「ワークショップに参加した」が76％、「家族
や友人と過ごした」が70％、「面接の合間に同僚と
話した」が69％であった。一方、日本ではスーパー
ビジョンが推奨されていることが散見される （大
澤、2002）、（小堀、2015）、（近藤・宮下、2019）。し
かし、心理職の９割近くが SV の重要性を認識して
いながら、全体の51.1％が SV を受けていない （近藤 

・宮下、2019）という報告もある。心理職における
スーパービジョンにおける課題はさまざまに検討さ
れているが、ここでは臨床家が困難を感じた際に利
用できるものとしてスーパービジョンと同じくらい
挙げられている「仲間に話す」に関連する箇所を取
り上げる。

「そこでどうしてもうまく片づかないときは、
仲間同士で話すことも結構助けになります。そ
の意味でも仲間がいる人といない人でずいぶん
上達が違うということもありますね。仲間やセ
ラピーと言うものをわかっている人だったら、
その人に『私、こう言われて憎らしくて腹が
立ってしょうがない』と言っても、それは一過
性の感情を処理するために言っているのだとわ

かるから『そうかそうか』と聴いてくれます」 

（馬場、1999）。
「厳しい上下関係や仲間意識がストレスの原因
になり、既存グループからの支えを受けられな
いと感じる臨床家もいる。そのような場合、新
たな仲間を集めて定期的に勉強会を開くこと、
勉強会という堅い枠は設けず話したいことを自
由に語り合う場を作ることも重要である。気軽
に自分の関心や懸念について話せる相手がいる
こと、喜びや不安を共有することは、実践的な
アドバイスを得ることを超えて、疲れを癒し、
エネルギーを取り戻す大切な場となるだろう」 

（岩壁、2005）。
「治療の流れがうまくいかないケースについて
も包み隠さず語れる仲間は大事である。治療者
の無力感を受け止めてくれる仲間は、無力感に
飲み込まれないように治療者を支える大切な存
在である。またこのような仲間には自分自身の
問題をも見せることができるのである。」（寺
沢、2006）

「メンターや臨床家仲間など、臨床家が困難に
向き合おうとしたとき、共に考え、適切な助言
を与え、時には心理的支えとなってくれる存在
はとても大きい。そのようなつながりを積極的
に探し保つことも、効果的な臨床をおこなうた
めには重要である」 （上野、2015）。

「患者との経験について聞いてくれる人を持つ
ことである。患者から激しい感情を向けられた
り、投げ込まれたりしていると、気持ちが高揚
したり、混乱したり、無気力に陥ったりする。
それをある程度吐き出す必要がある。批判せず
に聞いてくれる人がいるとよい。（中略）スー
パービジョンが評価という機能を含むと、あら
いざらい打ち明けるというわけにもゆかない場
合がある。スーパーバイザー以外の仲間、同僚
と、患者に対する陰性感情も含めて自由に表出
しあえるような関係があるとよい」（成田、
2003）。

これらは緩やかなつながりのなかで臨床家にとって
負担となっている出来事について話し、共感・受容
され、心理的に支えられる関係を持つ重要性を指摘
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しているものだ。スーパービジョンとは別の機能を
持っているということを示唆する文章もあり、この
営為が心理臨床家のセルフケアとして機能してきた
ものであると言えるだろう。スーパービジョンと比
して、時間や費用の枠組みがないが、恐らく話をす
る側と聞く側の関係性で担保されていると言える。
臨床で枠を重視する心理臨床家がその枠を緩めた関
係の中で、ありのままで語ることで癒され支えられ
るのは非常に興味深いことである。

ただ、このように仲間に話すということが誰でも
可能であるわけではない。つまり、一人職場では話
す仲間はおらず、孤立しやすいということである。
公共機関に勤める臨床家は守秘義務の制約があるた
めに、外部のスーパービジョンすら受けることがで
きないこともあり、問題を抱えがちである。また、
相手がいない問題よりも一層難しいのは、自身が困
難に出くわしたときに仲間を頼ることができるかど
うかという問題だ。どの専門職にも理想像があるよ
うに、臨床家にも “ あるべき姿 ”、例えば、臨床家
たるもの自分の問題は自分で処理すべきというよう
な考えが少なからずあって、これが自分の内面を仲
間に話しづらくさせているのではないかと考える。
上手くいかないことがあれば、当然「専門家として
やるべき仕事があるのに十分機能できず、存在意義
に疑問を感じ」（岡田、2007）るようなことは大い
にある。

このような自らの困難について話すことへの抵抗
感は、専門家ならではということはない。心理臨床
家は「自らの困難を話すことは依存や甘えではない
か」という考えで孤立し、苦悩を抱え続けてきた多
くのクライエントを日頃から目の当たりにしてい
る。したがって、実は知っていることなのである。
にもかかわらず、仲間に話すことへの抵抗感が自然
と生まれてくるのは、クライエントと同じように自
立を強く求められる社会に生きているからなのだろ
う。竹澤、小玉（2006）は、依存の適応的な側面と
不適応的な側面について、過去の研究を通して概観
した。そして、依存の不適応的側面に焦点をあてら
れ問題視しすぎた結果として人々の孤立化という新
たな問題が生じてしまったこと、社会的にも自立し
た個人とみなされ、様々な責任を負わなければなら
なくなる成人期は自分自身が誰かに頼られる役割を

担い、自分自身も自立し、頼られる側としての役割
を果たさねばならないという意識が強くなると指摘
した。このように、心理学の専門家としての自立心
に、一人の成人としての自立心も重なりあって、仲
間を頼るということをより一層難しくする。

臨床家はクライエントの話によって知らぬ間に二
次的外傷性ストレスを負う可能性がある。若いス
タッフの多い職場でベテランのひとりであった小林

（2021）も、二次的外傷性ストレスを受け、不調を
きたした当時を振り返り、「臨床心理士として終
わった」と述懐した。このように、どのような臨床
であってもクライエントの話を聞く以上、そこにト
ラウマティックな出来事が含まれる可能性は否定で
きない。にもかかわらず、臨床家はそれに十分備え
ているとはいいがたい。想定していても、一人職場
で仲間がいなかったり信頼できるスーパーバイザー
がいなかったりしてそのケアが遅れやすい。した
がって、自分を守るための知識や自分に合った方法
を用意しておく必要がある。仲間とつながって話す
ことがセルフケアとなりうるが、無論話さなければ
ならないということはなく、選択肢のひとつとして
用意しておきたい。

5-2．臨床家のセルフケア
前出の倫理綱領の前文は次のように定められて 

いる。

臨床心理士は基本的人権を尊重し、専門家とし
ての知識と技能を人々の福祉の増進のために用
いるように努めるものである。そのため臨床心
理士は常に自らの専門的業務が人々の生活に重
大な影響を与えるものであるという社会的責任
を自覚しておく必要がある。したがって自ら心
身を健全に保つように努め、以下の綱領を遵守
することとする。

この「自ら心身を健全に保つように努め」という
部分は、この前文の中で言われている臨床心理士と
しての社会的責任を果たすためには、心身を健全に
保つことが必要であると言い換えることができる。
倫理綱領はクライエントの支援のために遵守すべき
内容を規定したものであるが、このように臨床心理



心理臨床家の負担となることとセルフケア

－ 124 － － 125 －

士の心身の健全に維持する必要性にも言及してい
る。したがって、臨床心理士は倫理綱領に従って、
自らの心身に注意を払い、健全に保つよう努める必
要がある。

アメリカ心理学会（APA: American Psychological 

Association）はオンラインで「心理学者のためのセ
ルフ・ケア・リソース（Self-care resources for psychologists）」
を公開している。そのうち「（セルフケアのためのア
クションプラン ）An Action Plan for Self-Care」の内
容の一部を抜粋し、紹介したい。

・孤立を避ける。どこに社会的な支援となるも
のがあるのかを特定し、それを利用する。身
近な家族や友人だけでなく、地域の市民グ
ループやスピリチュアルな団体なども社会資
源となる。

・自分の仕事の性質やストレス要因について話
し合えるような仕事上のつながりを築き、維
持する。ピアサポート・グループやコンサル
テーションを利用したり、職能団体を通じて
同業者とのつながりを作ったり、個人的な心
理療法を行うことが、どのような場合に役立
つのか、あるいは必要なのかを検討するこ
と。無力感、感情の揺れ、反芻する傾向、共
感性の喪失、家族や友人との断絶など、考え
られる警告的な兆候に注意する。

・職業上のリスクを真摯に受け止め、実践する
心理士が直面する特殊なリスクを認識する。
必要に応じて、職業上のバーンアウト症候
群、二次的外傷、共感疲労、同僚の援助など
ついてより詳しく学ぶ。この学習を専門的な
トレーニングや継続的な教育に取り入れる。

このように、臨床家がセルフケアを理解し実行す
る上での重要な点をまとめている。セルフケアに関
するこのような情報に触れてこなかった人は、一度
目を通しておくことを勧めたい。「すべての心理学
者がキャリアの中で職業上のストレスや苦痛を受け
やすく、適切な状況下では障害に対して脆弱である
可能性がある」（Karen, Saakvitne, ACCA, 2008）との

指摘もある。つまり、心理臨床家であるからと言っ
てあらゆるストレスや苦痛を受けないような特殊な
耐性はなく、むしろストレスや苦痛を受けやすいと
いうことである。したがって、日頃から自らの心身
に気を配ることの重要性を認識し、セルフケアをし
ていく必要がある。

６．まとめ
心理臨床家は、臨床では二次的外傷性ストレスの

ような深刻な影響を受けるリスクに曝されている。
各現場で関係する支援者と協力を図りつつ、自ら果
たすべきと考える役割と周囲から求められる役割を
果たしている。臨床と私生活との間において、その
境目がなくなりかけるような状況でも、自身の心の
健康を維持するよう努めている。そして、このよう
な状況で、なおかつ孤立している場合もある。臨床
家としてのあるべき姿という意識があるからこそ高
い倫理観を持ってクライエントと向き合うことがで
きる。しかしながら、同時にそのあるべき姿が心理
臨床家をより孤立させる。さらには心理臨床家の精
神的な健康を害する恐れにつながる。「仲間に話す」
ことは孤立を防ぐ直接的なセルフケアとなる。心理
臨床家は自らに必要なセルフケアとその重要性を改
めて認識することが必要ではないだろうか。その上
で、セルフケアを実践することが、倫理綱領にある
“ 自ら心身を健全に保つように努めた ” こととなる。

７．今後の課題
本稿では、臨床家を取り巻く負担について概観し

た。そのためのセルフケアのひとつとして、経験的
に語られてきた「仲間に話す」という方法を取り上
げた。このインフォーマルな形に対して、従来の
フォーマルなスーパービジョンとの十分な比較がで
きなかった。また、セルフケアの実証的な研究につ
いても触れられなかった。援助職のセルフケアとし
て、マインドフルネスやセルフ・コンパッションに
注目が集まっており（小林、2021）、これらに関す
る実証的な研究は海外では増えている。今後、心理
臨床家のセルフケアとして有効な方法について検討
していきたい。
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